
男女平等にむけた労働組合の取り組み�
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女性部長　松澤佳子	



女性差別撤廃条約（1985年に批准）	
第十一条 
１　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対
する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。 

（ａ）　すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利	

（ｂ）　同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）についての権利	

（ｃ）　職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓　　　　
練及び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受ける権利	

（ｄ）　同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱
いの平等についての権利	

（ｅ）　社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障）についての権利及び有給休
暇についての権利	

（ｆ）　作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含む。）についての権利	

２　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、
次のことを目的とする適当な措置をとる。	

（ａ）　妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。	

（ｂ）　給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休
暇を導入すること。	

（ｃ）　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サ
－ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること。	

（ｄ）　妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。	



女性の年齢階級別就業率（推移／諸外国との比較）	

○10年間で少しよくなっているが、依然として 「M字」カーブ 
○国際男女格差レポート2014（ 世界経済フォーラム）　142か国中104位	



女性の年齢階級別就業率（雇用形態別）	

○ 年齢階級別に女性の就業形態をみると、「正規の職員・従業員」は２５～２９歳がピークとなっ
ている。	

○ 年齢別の就業率は、３５～３９歳を底に再び上昇していくが、パート・アルバイト等の非正規雇
用が主 
　　となっていく。	



女性労働者における正規雇用と非正規雇用の推移	
○ 2000年代前半に逆転して以降、女性労働者に占める非正規雇用の割合は増大の一途を
辿っている。	
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出典：総務省「労働力調査（詳細集計） 
＊2000年のみ総務省「労働力調査（特別調査）」	



管理職の女性比率	

○ 管理職に占める女性の割合は長期的には上昇傾向にあるが、国際的に見ると依
然として低く、アジア諸国と比べても特に低い水準にある。	



女性役職者が少ない理由（企業の回答）	

女性役職者が少ない（※）理由については、「採用の時点で女性が少ない」や「現時点では、
必要な知識や経験、判断能力などを有する女性がいない」、「可能性のある女性はいるが
在職年数など満たしていない」、「女性のほとんどが役職者になるまでに退職する」、「女性
本人が希望しない」という回答が多く挙げられている。	



採用の状況　～総合職の状況～	

○ 総合職採用者の男女比率を見ると、女性の採用は１割程度。	

○ 応募者に対する採用状況を見ても、女性の方が相当程度厳しくなっており、男性が17
倍（採用割合5.8%)なのに対し、女性は63倍（採用割合1.6%)となっている。	

資料出所：厚生労働省「コース別雇用管理制度の実施・指導状況」（平成22年度）	

※対象企業：都道府県労働局雇用均等室が把握したコース別雇用管理	

制度導入企業のうち全国１２９社（以下同じ）	

（参考）平成23年度 

応募者数女性13,373人、男性28,845人 

採用者数は内定者数を計上	



継続就業の状況	

○約６割の女性が第１子出産を機に退職している。	

○ 妊娠・出産を機に退職した理由を見ると、「自発的に辞めた」が３９％、「両立が難し　
かったので　  辞めた」が約２６％、「解雇された、退職勧奨された」が９％	

○ 両立困難な理由として、勤務時間の問題、両立支援の雰囲気のなさを挙げる者が多い。	



労働時間の現状	

○総実労働時間は、一般労働者については、依然として2,000時間前後で推移して
いる。	



男女平等政策に関連する法律について�



男女雇用機会均等法	  
（雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律）	



育児・介護休業法	

13	

時間外労働の制限	 介護休暇制度	

所定外労働の免除	 転勤についての配慮	

深夜業の制限	 不利益取り扱いの禁止	

短時間勤務等の措置	 子の看護休暇制度	

実効性の確保	

�

■子が１歳（保育所に入所できないなど、一定の場合は１歳半）�
　に達するまで  （父母ともに育児休業を取得する場合は、子が１歳２ヶ月に達
するまでの間の１年間＜パパ・ママ育休プラス＞）  の育児休業の権利を保障�
■父親が出産後８週間以内に育児休業を取得した場合、再度育児休業取得が可能�
■配偶者が専業主婦（夫）であっても育児休業の取得は可能�
■対象家族１人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに１回、  通算し
て９３日まで、介護休業の権利を保障　　　 

　　　　※①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されていること、 
　　　  　 ②子の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されていることが見込まれること 
　　　  　 ③子の２歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、 
                契約が更新されないことが明らかでないこと、を満たした期間雇用者も取得可能 

育児休業・介護休業制度	
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2015年の８月から法
律の見直しがはじま

ります！	



改正次世代育成支援対策推進法	
＜次世代育成支援対策推進法とは＞�

　■次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ育成される社会の形成に資する�

　　ことを目的とする法律�

　■2015年3月（平成26年度末）までの時限立法�

　■従業員数101人以上企業において、一般事業主行動計画策定義務�

＜一般事業主行動計画とは＞�

　■企業が、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づき、従業員の�

　　仕事と子育ての両立を図るために策定する計画�

　■行動計画の策定、一般への公表、従業員への周知、労働局への届出義務�

　■従業員数100人以下企業は、努力義務�

＜“くるみん”とは＞�

　■「子育てサポート企業」であると認定するマーク�

　■行動計画に定めた目標の達成など、９つの認定基準を満たした場合に、認定�

　　を受けることができる�

�

 
	



男女共同参画基本法	

1999年　内閣府に、男女共同参画局と男女共同参画会議 

基本理念（第3条から第7条まで）	

（1）「男女の人権」	

（2）「男女の個人としての尊厳が重んぜられること」	

　　性別に起因する暴力がないこと、男女の個人の人格が尊重されること	

（3）「男女が性別による差別的取扱いを受けないこと」	

　　差別の意図の有無に係わらず、性別による差別的取扱いを受けないこと	

（4）「男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること」	

　　社会的・文化的に形成された性別による固定的 な役割分担意識にとらわれることな　　
　く、男女が個人としての能力を発揮する機会が確保されることを規定している。	

（5）「その他の男女の人権」	

　　生命、自由、幸福追求に対する権利や奴隷的拘束がなく政治信条の自由が 確保
される 

※　2015年秋にむけて、「第4次男女共同参画計画」策定の議論中	

	



女性活躍推進法案	 

＜心配なこと＞�

・　一部の長時間労働ができる女性しか活躍できないのでは・・・ 
・　保育や介護など、社会保障が、自己責任になるのでは・・・ 
・　女性の半数以上が、とても賃金が安いし、不安定な雇用な状況をよくす

ることができるのか・・・ 
・　事業主行動計画をたてることになっているが、「お願い」するだけではす

すまないのは・・・ 
	

＜女性活躍推進法策定の動き＞�
政府が「2020年に指導的地位に占める女性の割合30％」の実現をめざし、
女性の活躍推進を前進させるための新たな枠組みとして、国・地方公共団体、
民間事業者における女性の登用の現状把握、目標設定、目標達成にむけた自
主行動計画の策定や情報開示など、具体的　な取り組みについて定める法律。
昨年秋の臨時国会で審議未了、廃案となったが、第１８９通常国会に提出さ
れ、衆議院の内閣委員会にて修正案が確認、今後参議院で議論される予定�



男女がともに担う自治労運動	

1961年　　自治労女性部結成 

　　　　　　　　　年齢・職種を超えて、結婚や出産、育児や介護、 
　　　　　　　　　昇進・昇格や賃金の格差などを、集まって話をして 

　　　　　　　　　「働き続けられる職場・社会」にしていく　 

　　　　　　　点検調査から要求、改善へ 

　　　　　　　・産前産後休暇の延長（産前6週を産前8週に） 

　　　　　　　・女性の若年定年制の廃止 
　　　　　　　・育児休暇制度の確立（教員・看護師・保育士から全職種・ 

　　　　　　　　有給・選択制・現職復帰・代替要員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　・育児休暇取得による「昇給延伸」をなくす 

　　　　　　　 



男女がともに担う自治労運動	

　　　　　　　「子の看護休暇」の拡充（対象年齢の引き上げ、対象者や　 

　　　　　　　日数の拡大・・・家族助け合い休暇など） 
1995年　　｢男女がともに担う自治労計画｣を策定 

　　　　　　　　　労働組合の意思決定機関への女性の参画 

　　　　　　　　　女性役員の積極的な育成と登用 

　　　　　　　　　男女平等の職場・組合づくり 

 
※　法律や制度があっても、守らせるための日常的な取り組みが必要 

	



各職場に、掲示したポテッカー	



A県職労の「退職者アンケート」から	



A県職労「退職者アンケート」から	




